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実施期間

4月 6日 (日 )か ら15日 (火)までの 10日間

運動の目的

市民一人ひとりに交通安全意識の浸透を図り、交通ルールの遵守と正し

い交通マナーの実践を習慣付け、交通事故防止の徹底を図ります。

運動の重点

1 こどもを始めとする歩行者が安全に通行できる道路交通環境の確保

と正しい横断方法の実践

2 歩行者優先意識の徹底とながら運転等の根絶やシー トベル ト・チャイ

ル ドシー トの適切な使用の促進

3 自転車・特定小型原動機付自転車利用時のヘルメット着用と交通ルー

ルの遵守の徹底

統一行動目

◎ 4月 8日 (火)「 自転車マナーアップ」強化の日

◎ 4月 10日 (本)交通事故死ゼロを目指す日 (全国統一)

◎ 4月 11日 (金)「飲酒運転根絶」強化の日

◎ 4月 13園 (日 )「 こどもや高齢者に優しい3S運動」推進強化の日

利 警 察 署 ・ 足 利 市 教 育 委 員 会 ・ 足 利 交 通 安 全

全 運 転 管 理 者 協 議 会 ・ 足 利 交 通 安 全 都 市 推 進 協
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袢 運動の機慇点
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0 こども警鑢めとする偉 に通行できる1週臨交通難崚の強爆
・ こどもが日議的:=無麟で機議する鍵路等における鷺守惨灘動機を推連しましょう。
O鰺 待機の通しい横断方法の実践
・ 機麟歩滋を渡ること、鸞鸞機に従うこと、安全魏 してから機断議 めること、

機断申も局機の安全機 すること鐵を暉動 ましょう。
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O 運転者鍮歩行者優先意識の徹底‐

・ 3S選勲‐を広く漫透させ、思いやりのある運転を心掛嚇 しょう。|
・ 機断参道は渉行者優:先瞥 。Fも っと上まれる足利市濃を推進しましょう。

① ながら運転の根絶
E運転申の機辞電轟等の1通話ゃ注

‐
視‐の危険性につしヽて広報幣発に努めましょう。

○ 飲酒運転の根縫
「 飲酒運転の危1険性・悪‐震性等を繰り1返じ訴え、「飲

'甕

運転等を絶対しない、さ
せない基環境づくりに舞めましょう。

◇ 妨響運転等の防止

・ 「思いやり■ゆずり合い」の気持ちを持つた運転を心掛|ナましょう。
O 高齢運転者の交通事故1防止

壁 3呉‐操作抑制機能1等が襲鱗された安全運転サポニト車が1書効です。
O 金て鍮慶鷹のシー トベル トとチャイルードシー ト鍮正ししゝ薫羅総徹底
・ 事故発生時の被害

‐
軽滅のために1意、薫じ極ヽ着用が不可欠です。

○ 二鑢車運1転者:こ対する広報警覺
摯 ヘルメットの軍しい着用とプロテクターの議懸を呼び掛|ナましょう。
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ヽ″ 転車e特定小 自 用時のへ′レメット着用と ルール遵

働 轟転車利用者の最車露ヘルメット着用と安全確保
嬌 自転車を利露するときは、乗窯用ヘルメツトを着用しましょう。[ 万が一の機転車事故に巖 て自転車保険等に加入しましょう。

○ 曲転車の交通ルール選守と新たなルールの踊知|
" 蝉融軸よ、車爾の伸鷺です。基本的|な交通ルールを守りましょう。

○. 特定小型原難機付農転車利購時の乗車用|‐

ヘルメット着罵|と 交通ルール違守の徹底
嗜 特定雄囃朦動機付自転車を春i罵するとき|よ、乗車麗ヘルメットを着露し交通ルールを守りましょう:。
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